
別記様式第６ 鑑定評価書（ 年地価調査）
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①－２基準地が共通地点(代表標準地等と同一地点)
である場合の検討
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住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ住宅地域

めじろ台1.7 ㎞

中小規模の一般住宅が多く建
ち並ぶ住宅地域

基準方位北５ｍ市
道

めじろ台駅南東方1.7 
㎞

緩やかな景気回復の中、企業物価・消費者物価の高騰が実体経済へ及
ぼす悪影響に対する懸念が徐々に高まっている。

最寄り駅からのバス利用を前提とする住宅地域であるものの、需要は
安定しており、地価は比較的堅調に推移している。

特段の変動要因はない。

最寄り駅からバス圏内ではあるものの需要は比較的安定しており、地域要因に格段の変化はないため、今後も地
価は比較的堅調に推移すると予測される。
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円／㎡[　　 　年1月]

鑑定評価額

(１)価格時点

(２)実地調査日

(３)鑑定評価の条件

円

年 月 日

円／㎡

正常価格

１ 基本的事項
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　 検証及び鑑定評価

(6)市場の特性

近隣地域は中小規模の自用の戸建住宅が多く建ち並ぶ住宅地域である。そのため、典型的な市場参加者である自用の戸
建住宅購入者の取引意思が強く反映された売買市場における価格を体現している比準価格の規範性は高い。一方、賃貸
住宅が殆ど見られず賃貸市場が未成熟なため、収益価格は不採用とした。よって、比準価格を標準とし、指定基準地等
との検討も踏まえ、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

同一需給圏は八王子市南西部を中心とする最寄駅からバス圏内の中小規模の戸建住宅が多く建ち並ぶ住宅地域である。
需要の中心は八王子市及び周辺市に地縁のある一次取得層で、バスと鉄道利用によって都心方面や八王子市中心市街地
等へ通勤するサラリーマンであるため、最寄り駅までの距離や都心までのアクセス等が重要な価格形成要因となってい
る。新築建売市場では総額４０００万円台前半が需要の中心である。

①－１対象基準地の検討
継続　　新規

代表標準地　　標準地

宅地-1

日提出年 月

八王子(都) － 44

開発法　　　　 開発法による価格 円／㎡

の適用

業者名

氏名

基準地番号 提出先 所属分科会名

令和 6

令和 6 7 1

令和 6 7 4

八王子(都)　 － 44 東京都 多摩第７ 不動産鑑定士 除村　武夫

Ａ＆Ｔコンサルティング株式会社

令和 6 6 18

令和 6 7 2

八王子市寺田町１３番２０ 230

1：1 Ｗ 2

北西5 m
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水道、

ガス、
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１低専
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（その他）
地区計画等

90 100 30 90 戸建住宅地
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